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規

則

青
森
県
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
五
号

青
森
県
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
百
二
十
三
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
号
様
式
中

｢用
水
き
ょ
､
排
水
き
ょ
｣

を

｢用
水
渠 き
よ､
排
水
渠 き
よ｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
五
条
の

二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
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成
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六
月
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日
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事

三

村

申

吾
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( )

株
式
会
社
ウ
ィ
ズ
ウ
ェ
イ
ス
ト
ジ
ャ
パ
ン

２

住
所

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
大
成
町
二
丁
目
二
二
四
の
一

３

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

山
田

耕

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
斗
内
字
立
花
六
四
外

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場

(

管
理
型)

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

燃
え
殻
、
汚
泥
、
廃
油

(

タ
ー
ル
ピ
ッ
チ
類
に
限
る
。)

、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、

木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
動
植
物
性
残
さ
、
ゴ
ム
く
ず
、
金
属
く
ず
並
び
に
ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず
、
鉱
さ
い
、
が
れ
き
類
、
ば
い
じ
ん
並
び
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(

昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号)

第
二
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
廃

棄
物

(

こ
れ
ら
の
う
ち
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
を
除
き
、
自
動
車
等
破
砕
物
を
含

み
、
汚
泥
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
並
び
に
ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず

並
び
に
が
れ
き
類
に
あ
っ
て
は
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
を
含
む
。)

並
び
に
廃
石

綿
等

五

申
請
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
日

六

申
請
書
及
び
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
変
更
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影

響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
保
全
課

三
八
地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
八
戸
環
境
管
理
事
務
所

三
戸
町
住
民
福
祉
課

２

期
間

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
八
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

七

意
見
書
の
提
出

当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
知
事
に
生
活
環
境
の

保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
八
年
八
月
十
日

２

提
出
先

〒
〇
三
〇
―
八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
保
全
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所
及
び
種
類

�

意
見

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

次
の
卸
売
業
者
の
卸
売
業
務
を
行
う
地
方
卸
売
市
場
の
名
称
及
び
所
在
地
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
地
方
卸
売
市
場
条
例

(

昭
和
四
十
七
年
四
月
青
森
県
条
例
第
二
十
六

号)

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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卸

売

業

者

卸

売

業

務

を

行

う

地

方

卸

売

市

場

区

分

名

称

住

所

名

称

所

在

地

取
扱
品
目

の
部
類

変
更
年
月
日

変
更
前

十
和
田
市

地
方
卸
売

市
場

十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
野
崎

一
の
三

変
更
後

十
和
田

青
果
株

式
会
社

十
和
田

市
大
字

三
本
木

字
野
崎

一
の
三

十
和
田
地

方
卸
売
市

場

十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
野
崎

一
の
三
、
四
〇

の
一
四
、
四
〇

の
七
四
五

青
果
部

平
成
��

･

�･

�



( )

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

青
森
県
団
体
営
土
地
改
良
事
業
等
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
二
十
八
年
六
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
団
体
営
土
地
改
良
事
業
等
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
団
体
営
土
地
改
良
事
業
等
補
助
金
交
付
規
程

(

昭
和
四
十
六
年
三
月
青
森
県
告
示
第
百
九

十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
号
イ
中

｢

、
市
町
村
農
業
委
員
会｣

を
削
り
、
同
号
ウ
中

｢

基
盤
整
備
促
進
事
業

(

農
用
地
等
集
団
化
事
業
及
び
地
形
図
作
成
事
業
に
限
る
。)

｣

を

｢

経
営
体
育
成
促
進
換
地
等
調

整
事
業｣

に
改
め
、
同
条
第
九
号
中｢

行
な
う｣
を｢

行
う｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、

同
条
第
八
号
中

｢

第
六
号
様
式｣

を

｢

第
七
号
様
式｣
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条

中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

補
助
事
業
に
よ
つ
て
取
得
し
、
又
は
効
用
の
増
加
し
た
財
産
に
つ
い
て
財
産
管
理
台
帳

(

第

六
号
様
式)

そ
の
他
関
係
書
類
を
第
十
二
条
に
規
定
す
る
期
間
整
備
保
管
す
る
こ
と
。

第
七
条
中

｢

第
七
号
様
式｣

を

｢

第
八
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中

｢

第
八
号
様
式｣

を

｢

第
九
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
九
条
中

｢

第
九
号
様
式｣

を

｢

第
十
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

｢
第
十
号
様
式｣

を

｢

第
十
一
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中｢

第
十
一
号
様
式｣

を｢

第
十
二
号
様
式｣

に
改
め
、

同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

財
産
管
理
台
帳

(

第
六
号
様
式)

の
写
し

第
十
条
中

｢

取
得
価
額｣

の
下
に

｢

又
は
効
用
の
増
加
価
額｣

を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
を

｢
(

財
産
処
分
の
承
認
願)

｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

第
十
二
号
様
式｣

を

｢

第
十
三
号
様
式｣

に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

処
分
の
制
限
を
受
け
る
期
間)

第
十
二
条

規
則
第
十
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
財
産
の
処
分
の
制
限
を
受
け
る
期
間
は
、
農

林
畜
水
産
業
関
係
補
助
金
等
交
付
規
則

(

昭
和
三
十
一
年
農
林
省
令
第
十
八
号)

に
定
め
る
処
分

制
限
期
間
と
す
る
。

附
則
第
三
項
を
削
る
。

別
表
第
一
の
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
第
二
号
中

｢

共
同
施
行
者｣

の
下
に

｢
(

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

九
十
五
号)

第
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
を
共
同
し
て
行
う
数
人
の
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。)

｣

を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
第
二
号
を
削
り
、
同
表
の
第
一
号
中

｢

基
盤
整
備
促
進
事
業

(

農
用
地
等
集
団
化
事

業
及
び
地
形
図
作
成
事
業
を
除
く
。)

、｣

を
削
り
、
同
号
を
同
表
の
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

別
表
第
三
の
第
一
号
�
及
び
�
を
削
り
、
同
号
�
中

｢

�
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、｣

を
削
り
、

同
�
を
同
号
�
と
し
、
同
号
�
を
同
号
�
と
す
る
。

第
一
号
様
式
の
別
紙
の
注
の
２
中

｢測
量
及
び
試
験
費
｣

を

｢測
量
設
計
費
｣

に
改
め
、

｢､
営
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一

経
営
体

育
成
促
進

換
地
等
調

整
事
業

経
営
体
育
成
促
進

換
地
等
調
整
事
業
実

施
要
領

(

平
成
六
年

六
月
二
十
三
日
付
け

六
構
改
Ｂ
第
六
三
七

号
農
林
水
産
省
構
造

改
善
局
長
通
知)

に

定
め
る
経
営
体
育
成

促
進
換
地
等
調
整
事

業

�

市
町
村

�

土
地
改
良

区
�

青
森
県
土

地
改
良
事
業

団
体
連
合
会

�

農
業
協
同

組
合

経
営
体
育
成
促

進
換
地
等
調
整

事
業
の
施
行
に

つ
い
て
必
要
と

す
る
事
業
費

事
業
費
の
百
分

の
七
十

(

中
山

間
地
域
等
に
お

い
て
行
わ
れ
る

も
の
に
あ
つ
て

は
、
百
分
の
七

十
五)

以
内

�

地
区
別
調
書

�

収
支
予
算
書

(

第
二
号
様
式)

�

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

全
事
業
主
体

一

経
営
体
育

成
促
進
換
地

等
調
整
事
業

�

議
事
録
謄
本

�

土
地
改
良
区

�

農
業
協
同
組
合

�

事
業
施
行
に
関
す
る
予
算
書
の
抄
本

�

市
町
村

�

青
森
県
土
地
改
良
事

業
団
体
連
合
会



( )
繕
費
｣

を
削
り
、

｢､
全
体
実
施
設
計
費
､
換
地
費
､
工
事
雑
費
並
び
に
事
業
主
体
事
務
費
｣

を

｢並
び
に
全
体
実
施
設
計
費
｣

に
改
め
、
同
注
の
３
中

｢を
記
載
し
､
総
合
事
業
に
あ
つ
て
は
､
農

業
用
用
排
水
､
暗
渠 き
よ排
水
､
農
道
､
客
土
､
区
画
整
理
､
農
用
地
造
成
､
農
地
保
全
施
設
等
｣

を
削

り
、
同
注
中
７
を
８
と
し
、
６
を
７
と
し
、
５
の
次
に
６
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
経
営
体
育
成
促
進
換
地
等
調
整
事
業
に
あ
つ
て
は
､
費
目
欄
に
｢経
営
体
育
成
促
進
換
地

等
調
整
費
｣
と
記
載
し
､
事
業
量
欄
を
地
区
面
積
(ｈ
ａ
)
欄
に
読
み
替
え
て
記
載
す
る
こ

と
｡

第
十
二
号
様
式
を
第
十
三
号
様
式
と
す
る
。

第
十
一
号
様
式
の
注
の
２
中｢測

量
及
び
試
験
費
｣

を｢測
量
設
計
費
｣

に
改
め
、｢､

営
繕
費
｣

を
削
り
、

｢､
全
体
実
施
設
計
費
､
換
地
費
､
工
事
雑
費
並
び
に
事
業
主
体
事
務
費
｣

を

｢並
び
に

全
体
実
施
設
計
費
｣

に
改
め
、
同
注
の
３
中

｢を
記
載
し
､
総
合
事
業
に
あ
つ
て
は
､
農
業
用
用
排

水
､
暗
渠 き
よ排
水
､
農
道
､
客
土
､
区
画
整
理
､
農
用
地
造
成
､
農
地
保
全
施
設
等
｣

を
削
り
、
同
注

中
７
を
８
と
し
、
６
を
７
と
し
、
５
の
次
に
６
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
経
営
体
育
成
促
進
換
地
等
調
整
事
業
に
あ
つ
て
は
､
費
目
欄
に
｢経
営
体
育
成
促
進
換
地

等
調
整
費
｣
と
記
載
し
､
事
業
量
欄
を
地
区
面
積
(ｈ
ａ
)
欄
に
読
み
替
え
て
記
載
す
る
こ

と
｡

第
十
一
号
様
式
を
第
十
二
号
様
式
と
し
、
第
六
号
様
式
か
ら
第
十
号
様
式
ま
で
を
一
様
式
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
五
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

青 森 県 報平成28年６月29日 水曜日 第4166号 4
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( )

附

則

こ
の
規
程
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
青
森
県
団
体
営
土
地
改
良
事
業
等
補
助
金
交

付
規
程
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

公

告

平
成
二
十
七
年
度
の
行
政
文
書
の
開
示
の
状
況
の
公
表

青
森
県
情
報
公
開
条
例

(
平
成
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
五
号)

第
二
十
条
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
二
十
七
年
度
の
行
政
文
書
の
開
示
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

１
行
政
文
書
の
開
示
請
求
の
状
況

注
１

(
)
内
の
数
値
は
､
前
年
度
末
に
検
討
中
で
あ
っ
た
も
の
に
係
る
件
数
で
あ
り
､
い
ず

れ
も
外
数
で
あ
る
｡

２
不
開
示
の
計
38件
中
､
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
を
保
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と

す
る
も
の
は
35件
で
あ
る
｡

３
１
件
の
開
示
請
求
に
対
し
て
複
数
の
開
示
決
定
等
を
し
た
も
の
が
あ
る
た
め
､
件
数
と
処

理
の
状
況
の
合
計
と
は
一
致
し
な
い
｡

２
行
政
文
書
の
開
示
決
定
等
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
の
状
況

�
件
数
及
び
処
理
の
状
況

注
(
)
内
の
数
値
は
､
前
年
度
末
に
審
理
中
で
あ
っ
た
も
の
に
係
る
件
数
で
あ
り
､
い
ず

れ
も
外
数
で
あ
る
｡

�
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
日
か
ら
青
森
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
(以
下
｢審
査

会
｣
と
い
う
｡
)
に
諮
問
し
た
日
ま
で
の
期
間
が
90日
を
超
え
た
事
案

不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
日
か
ら
審
査
会
に
諮
問
し
た
日
ま
で
の
期
間
が
90日
を
超
え
た
事
案

は
､
な
か
っ
た
｡

�
審
査
会
か
ら
の
答
申
書
の
配
付
が
あ
っ
た
日
か
ら
裁
決
又
は
決
定
を
行
っ
た
日
ま
で
の
期
間

が
60日
を
超
え
た
事
案

審
査
会
か
ら
の
答
申
書
の
配
付
が
あ
っ
た
日
か
ら
裁
決
又
は
決
定
を
行
っ
た
日
ま
で
の
期
間

が
60日
を
超
え
た
事
案
は
､
な
か
っ
た
｡

平
成
二
十
七
年
度
の
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
運
用
状
況
の
公
表

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例

(

平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号)

第
四
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
度
の
同
条
例
の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

１
実
施
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
事
項

青 森 県 報平成28年６月29日 水曜日 第4166号5

処
理

の
状

況
(件
)

実
施
機
関

件
数
開
示
一
部

開
示
不
開
示
却
下
取
下
げ
検
討
中

知
事

2,042
(
22)

1,714
(
18)

255
(
4)

26
1

37
21

病
院
事
業
管
理
者

11
9

1
1

0
0

0

議
会

27
12

12
2

0
0

1

教
育
委
員
会

43
32

10
1

0
0

0

選
挙
管
理
委
員
会

11
5

4
0

0
2

0

警
察
本
部
長

115
3

105
7

0
1

0

公立大学法人青森県立保健大学
2

2
0

0
0

0
0

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森

県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

4
6

0
0

0
0

0

青
森
県
土
地
開
発
公
社

1
0

0
1

0
0

0

青
森
県
道
路
公
社

2
2

0
0

0
0

0

計
2,258
(
22)

1,785
(
18)

387
(
4)

38
1

40
22

処
理
の
状
況
(件
)

件
数

認
容
一
部

認
容
棄
却
却
下
取
下
げ
審
理
中

6
(

3)
0

0
1

(
3)

0
0

5



( )
�
開
示
請
求
の
件
数
及
び
開
示
等
の
処
理
の
状
況

イ
書
面
に
よ
る
開
示
請
求
の
件
数
及
び
処
理
の
状
況

注
不
開
示
の
計
２
件
中
､
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
を
保
有
し
て
い
な
い
こ
と
を

理
由
と
す
る
も
の
は
２
件
で
あ
る
｡

ロ
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
の
件
数

�
訂
正
請
求
の
件
数
及
び
訂
正
等
の
処
理
の
状
況

訂
正
請
求
は
､
な
か
っ
た
｡

�
利
用
停
止
請
求
の
件
数
及
び
利
用
停
止
等
の
処
理
の
状
況

利
用
停
止
請
求
は
､
な
か
っ
た
｡

�
開
示
決
定
等
､
訂
正
決
定
等
及
び
利
用
停
止
決
定
等
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
の
処
理
の
状

況注
(
)
内
の
数
値
は
､
前
年
度
末
に
審
理
中
で
あ
っ
た
も
の
に
係
る
係
数
で
あ
り
､
い
ず

れ
も
外
数
で
あ
る
｡

�
苦
情
の
申
出
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
の
状
況

苦
情
の
申
出
は
､
な
か
っ
た
｡

２
事
業
者
が
行
う
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
事
項

�
苦
情
の
申
出
及
び
相
談
の
件
数
並
び
に
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
処
理
の
状
況

�
事
業
者
に
対
す
る
勧
告
の
件
数

事
業
者
に
対
す
る
勧
告
は
､
な
か
っ
た
｡

�
事
業
者
に
対
す
る
説
明
又
は
資
料
の
提
出
の
要
求
の
件
数

事
業
者
に
対
す
る
説
明
及
び
資
料
の
提
出
の
要
求
は
､
な
か
っ
た
｡

�
事
業
者
が
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
旨
等
の
公
表
の
件
数

事
業
者
が
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
旨
等
の
公
表
は
､
な
か
っ
た
｡

青
森
県
徴
税
吏
員
証
の
無
効

次
の
青
森
県
徴
税
吏
員
証
は
、
紛
失
し
た
か
ら
無
効
と
す
る
。

青 森 県 報平成28年６月29日 水曜日 第4166号 6

処
理

の
状

況
(件
)

実
施
機
関
件

数
開
示

一
部
開
示

不
開
示

却
下

取
下
げ
検
討
中

知
事

69
51

9
0

0
9

0

教
育
委
員
会

3
2

1
0

0
0

0

人
事
委
員
会

1
1

0
0

0
0

0

警
察
本
部
長

13
0

11
2

0
0

0

計
86

54
21

2
0

9
0

実
施
機
関
件

数

知
事

27

病
院
事
業
管
理
者

42

教
育
委
員
会

9,269

人
事
委
員
会

59

警
察
本
部
長

130

公立大学法人青森県立保健大学
179

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森

県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

2

計
9,708

処
理
の
状
況
(件
)

区
分
件
数
認
容
一
部

認
容
棄
却
却
下
取
下
げ
審
理
中

開
示
決
定
等
に
係

る
も
の

1
(
1)

0
1

(
1)

0
0

0
0

訂
正
決
定
等
に
係

る
も
の

0
0

0
0

0
0

0

利
用
停
止
決
定
等

に
係
る
も
の

0
0

0
0

0
0

0

処
理
の
状
況
(件
)

件
数

処
理
済

検
討
中

3
3

0



( )

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

平
成
二
十
七
年
度
の
県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
事
前
協
議
等
の
状
況
の
公
表

青
森
県
県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
事
前
協
議
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
四
年
十
二
月
青

森
県
条
例
第
七
十
九
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
度
の
県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬

入
に
係
る
事
前
協
議
等
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

協
議
の
件
数

１

事
前
協
議

四
百
九
十
四
件

２

協
議
内
容
の
変
更
の
協
議

四
十
四
件

二

県
外
産
業
廃
棄
物
の
種
類
及
び
量

青 森 県 報平成28年６月29日 水曜日 第4166号7

名

称

発
行
番
号

発

行

年
月
日

紛
失
し
た
者

の
所
属
、
職

及
び
氏
名

紛

失

年
月
日

紛
失
場
所

青
森
県
徴
税
吏
員
証

(

賦
課
徴
収
に
関
す

る
質
問
並
び
に
検

査
並
び
に
提
示
及

び
提
出
の
要
求)

第
四
六
二
六
号

平
成
二
十

八
年
四
月

一
日

青
森
県
徴
税
吏
員
証

(

滞
納
処
分
に
関
す

る
質
問
、
検
査
及

び
捜
索)

第
四
六
二
九
号

平
成
二
十

八
年
四
月

一
日

西
北
地
域
県

民
局
県
税
部

主
事

�
田
圭
一
郎

平
成
二
十

八
年
六
月

二
日

青
森
市
内

種

類

量

燃
え
殻

二
八
、
九
六
七
ト
ン

汚
泥

四
五
、
二
二
六
ト
ン

廃
油

三
三
、
六
三
四
ト
ン

廃
酸

三
、
二
六
二
ト
ン

廃
ア
ル
カ
リ

五
九
五
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

一
一
、
二
六
八
ト
ン

木
く
ず

五
、
八
五
三
ト
ン

動
植
物
性
残
さ

(

食
料
品
製
造
業
、
医
薬
品
製
造
業
又
は
香
料
製

造
業
に
お
い
て
原
料
と
し
て
使
用
し
た
動
物
又
は
植
物
に
係
る
固

形
状
の
不
要
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

一
、
二
八
一
ト
ン

と
畜
場
に
お
い
て
と
さ
つ
し
、
又
は
解
体
し
た
獣
畜
及
び
食
鳥
処

理
場
に
お
い
て
食
鳥
処
理
を
し
た
食
鳥
に
係
る
固
形
状
の
不
要
物

八
〇
二
ト
ン

金
属
く
ず

二
三
八
ト
ン

ガ
ラ
ス
く
ず
等

(

ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず

(

工
作
物

の
新
築
、
改
築
又
は
除
去
に
伴
っ
て
生
じ
た
も
の
を
除
く
。)

及

び
陶
磁
器
く
ず
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

二
、
四
九
〇
ト
ン

鉱
さ
い

九
、
六
〇
〇
ト
ン

が
れ
き
類

(

工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
除
去
に
伴
っ
て
生
じ
た

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
破
片
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
不
要
物
を
い
う
。

以
下
同
じ
。)

三
六
、
四
三
六
ト
ン

動
物
の
死
体

(

畜
産
農
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

五
、
二
六
一
ト
ン

ば
い
じ
ん

(

特
定
の
施
設
に
お
い
て
発
生
す
る
ば
い
じ
ん
で
、
集

じ
ん
施
設
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

一
五
九
、
七
五
九
ト
ン

感
染
性
産
業
廃
棄
物

六
五
八
ト
ン

廃
石
綿
等

五
一
三
ト
ン

燃
え
殻
及
び
ば
い
じ
ん
の
混
合
物

一
四
、
〇
二
〇
ト
ン

燃
え
殻
、
汚
泥
、
廃
油
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く

ず
、
繊
維
く
ず
、
動
植
物
性
残
さ
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
等
、

鉱
さ
い
、
が
れ
き
類
及
び
ば
い
じ
ん
の
混
合
物

一
、
二
八
〇
ト
ン



( )

三

協
定
の
締
結
の
件
数

四
百
九
十
四
件

四

環
境
保
全
協
力
金
の
額

二
千
四
百
八
十
五
万
五
千
三
百
円

五

環
境
保
全
協
力
金
の
使
途

県
外
産
業
廃
棄
物
等
適
正
処
理
推
進
事
業
費

(

県
外
産
業
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
を
推
進
し
、

生
活
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
に
行
う
事
前
協
議
、
監
視
、
指
導
等
に
要
す
る
経
費)

不
法
投
棄
防
止
対
策
事
業
費

(

不
法
投
棄
防
止
対
策
の
た
め
に
行
う
監
視
、
指
導
等
に
要
す
る

経
費)

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

青
森
市
が
行
っ
た
次
の
地
域
に
係
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

権
藤
鉄
筋

二

氏
名

権
藤

貞
二

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
自
由
ケ
丘
二
丁
目
一
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)

第
一
〇
〇
三
六
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

鉄
筋
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

青 森 県 報平成28年６月29日 水曜日 第4166号 8

汚
泥
及
び
廃
油
の
混
合
物

二
八
〇
ト
ン

汚
泥
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
及
び
金
属
く
ず
の
混
合
物

一
〇
ト
ン

汚
泥
及
び
金
属
く
ず
の
混
合
物

一
一
二
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
及
び
繊
維
く
ず
の
混
合

物

三
八
一
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
ゴ
ム
く

ず
、
金
属
く
ず
及
び
ガ
ラ
ス
く
ず
等
の
混
合
物

七
、
二
五
一
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
及
び
ガ
ラ

ス
く
ず
等
の
混
合
物

八
四
〇
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
木
く
ず
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
等
及

び
が
れ
き
類
の
混
合
物

四
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
ゴ
ム
く
ず
、
金
属
く
ず
及
び
ガ
ラ
ス
く
ず

等
の
混
合
物

七
一
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
及
び
金
属
く
ず
の
混
合
物

三
二
六
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
金
属
く
ず
及
び
ガ
ラ
ス
く
ず
等
の
混
合
物

一
、
八
五
三
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
及
び
ガ
ラ
ス
く
ず
等
の
混
合
物

六
〇
九
ト
ン

金
属
く
ず
及
び
ガ
ラ
ス
く
ず
等
の
混
合
物

五
ト
ン

金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
等
及
び
鉱
さ
い
の
混
合
物

一
ト
ン

合

計

三
七
二
、
八
八
六
ト
ン

市
町
村
名

大

字

名

小

字

名

青

森

市

細
越

内
長
沢
の
一
部



( )

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
大
樹
設
備
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

櫛
引

大
樹

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
幸
畑
字
阿
部
野
一
二
の
五
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)
第
一
二
八
二
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

機
械
器
具
設
置
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
児
玉
組

二

代
表
者
の
氏
名

児
玉

吉
圀

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
吾
妻
沢
一
四
六
の
三
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)

第
一
四
一
六
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

雑

報

青
森
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
公
告

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
同
法
施
行
規
程
第
六
十
七
条
の
二
並
び
に

青
森
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
定
款
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
七
年
度
決
算
の
要
旨
を

公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
九
日

青
森
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合

理
事
長

小

野

俊

逸

青 森 県 報平成28年６月29日 水曜日 第4166号9



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青 森 県 報平成28年６月29日 水曜日 第4166号 10

��������	
�����
����
����	

�� �� � �� ��

������������� !"#$%&'(	)

�*+��* �, �+-*� � , -�- �.+���

*+��� �, .�� � � �-. �+���

��.+��* ���+,�� ��-+�,. � *��+��� �-�+�*- ���+�..

/����0�#� !"#$%&'(	) 123456

7823 9: ;< => ?@ AB CD E

5� �� , � � � � ��

F��G7823HIJKL !"#$%&'(	)

7M8M

MNMO

PQ@ ��������� 	�
���
�� ��������
 ����
�� ������ 
�����	 ������	

R@ ��������� ����
���� ��������� ����
�� �������

STIUVWXYZ ��	��		

[�\]B@ ������ � ���

���AB@^_ �������

`aWXb�� ���	��

	���
� ������ ����� ������ ���
	� ��������� ��� �

c#dIU ��
���� 	� ������ ������� �

d78efgU@ �����	 
������

	
��	��

����
����� �������	�� ���������� ������� ������ 	���
� ������ �����	
 ������� �	����� ��
�	���� ����

� ���	��

�B@ ��	������

h0��i ��	���� ���
�� 

���� ������ ��

�

jkVl:k �
���� ���	� 	�� ���
� ����� 	��

WXmU �
�

nop�k �����


qak ����� ��� 
������

qar8k ���	� �	� ���	�� ��
 ��
 ��

Js^_ 	���
� ������ ��	�� ������� ������ �����

[�\st@ ������� �����

u5;<vw@ �	

x0y�Bvw@ 
����
�

PQ@st@ 	�
���
�� ��������
 ����
�� ������

R@st@ ����
���� ��������� ����
��

ABz{;|@ �

;}� �	� 	 ����� � �� ��	��

d78~gU@ �����	 � 
������

c#dJw ����	�		� ����	�	 
�
�
	� 
���
�� 
��
�� ����	� �����

	���	��

���������	 �������	�� ���������� ������� ������ 	���
� ������ ������� �����		 ������� 	���
�� ������	 ������

����^�@ � � � � � � ����� 
����� ����
� 
������ �����

������@ ����	� � � � � � � 
����

����� �������	�

�	����� ��
��	� ��������� 
������ ���
������ ���
����� �����
�


��
��

��	
�

���
��

����
���
��

�����56

��������#��

� � �

���D���@

��

�������	
�

�������	
�

�������	
��

����

�E

���#�H �� ���� ������ � ¡¢ �E

�������	


��

E

1234£¤6

������ ���
��
��

���^���@

���¥�@

�� !�"

�I����U6

^_��¦�@

E

�J����w6

��# $�%


